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令和7年6月号 16令和7年6月号17

県
内
市
町
村
職
員
採
用
合
同
説
明
会･

オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
会

　
彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り
広
域
連
合
で
は
、

多
く
の
方
に
市
町
村
職
員
採
用
試
験
等
を
受
験

し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に「
埼
玉
県
内
市
町

村
職
員
採
用
合
同
説
明
会
」お
よ
び「
オ
ン
ラ
イ

ン
相
談
会
」を
開
催
し
ま
す
。詳
細
は
、広
域
連
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
Ｓ
Ａ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
市
町
村
職
員

採
用
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ︵
採
用
ナ
ビ
︶」に
掲
載
予
定
で
す
。

合
同
説
明
会

市
町
村
等
ご
と
に
設
置
す
る
ブ
ー
ス
で
、そ
れ
ぞ

れ
の
特
色
や
仕
事
の
内
容
、職
員
の
募
集
内
容
な

ど
を
、採
用
担
当
者
等
か
ら
直
接
聞
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

�

7
月
14
日
㈪
午
後
1
時
～
６
時

�

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ︵
さ
い
た
ま
市

中
央
区
新
都
心
8
︶

オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
会

各
市
町
村
等
の
採
用
担
当
者
と
、仕
事
の
内
容
や

団
体
の
特
色
、採
用
試
験
等
に
つ
い
て
オ
ン
ラ
イ

ン
で
相
談
が
で
き
ま
す
。

�

６
月
中
旬
～

�

彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り
広
域
連
合

　
︵

0
4
8
･
6
6
4
･
6
6
8
4
︶

調�

査
員
／
農
業
委
員
、農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
、農
業
委
員
会
事
務
局
職
員
等
の
町
職
員

︵
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
を
携
行
し
て
い

ま
す
︶

�

遊
休
農
地
と
は
、現
に
耕
作
の
目
的
に
利
用
さ

れ
て
お
ら
ず
、か
つ
、引
き
続
き
耕
作
の
目
的

で
利
用
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い
農
地
や
、そ
の

農
業
上
の
利
用
の
程
度
が
、そ
の
周
辺
の
地
域

に
お
け
る
農
地
の
利
用
の
程
度
に
比
べ
、著
し

く
劣
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
農
地
を
い
い
ま

す
。

�

農
業
委
員
会
事
務
局

　
︵

産
業
振
興
企
業
誘
致
課
内

内
線
4
0
7
︶

森
林
の
伐
採
に
は

届
出
が
必
要
で
す
！

　

県
が
定
め
る「
地
域
森
林
計
画
」に
含
ま
れ
る

森
林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と
き
は
、事
前
に
伐
採

届
を
町
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。届
出
書

は
産
業
振
興
企
業
誘
致
課
に
備
え
付
け
て
あ
る

ほ
か
、林
野
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き

ま
す
。詳
し
く
は
、産
業
振
興
企
業
誘
致
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

提�

出
期
限
／
伐
採
を
始
め
る
90
日
か
ら
30
日
前

ま
で

添�

付
書
類
／
伐
採
す
る
場
所
の
位
置
図
、公
図
の

写
し
等　

�

産
業
振
興
企
業
誘
致
課︵

内
線
4
0
3
︶

ご
活
用
く
だ
さ
い
！

寄
居
町
定
年
就
農
者
等
支
援
事
業

　
町
で
は
、定
年
･
早
期
退
職
等
を
機
に
、本
格
的

に
農
業
を
始
め
る
意
思
の
あ
る
方
に
対
し
て
、農

業
用
機
械
の
購
入
費
、施
設
整
備
費
の
一
部
助
成

を
行
い
ま
す
。

�
次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
方

①
町
内
に
住
所
が
あ
る
方　

②
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

③�

65
歳
以
下
で
定
年
退
職
等
の
日
か
ら
5
年
以

内
の
方

④�

新
規
就
農
に
関
す
る
町
の
他
の
補
助
金
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い
方

⑤�

過
去
に
こ
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方

消
火
栓
の
点
検
を
実
施
し
ま
す
！

　
深
谷
市
消
防
本
部
と
町
で
は
、6
月
2
日
㈪
か

ら
12
月
26
日
㈮
ま
で
の
期
間
、町
内
全
域
に
設
置

さ
れ
て
い
る
消
火
栓
の
弁
の
開
閉
点
検
を
実
施

し
ま
す
。点
検
時
に
水
道
水
が
濁
る
場
合
が
あ
り

ま
す
が
、ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

�

深
谷
市
消
防
本
部
警
防
課

　
︵

5
7
1
･
0
9
1
4
︶

　
自
治
防
災
課︵

内
線
3
7
1
︶

森
林
を
取
得
し
た
と
き
は

届
出
が
必
要
で
す
！

�

売
買
や
相
続
等
に
よ
り
森
林
の
土
地
を
新
た

に
取
得
し
た
個
人
ま
た
は
法
人

※�

森
林
の
土
地
と
は
、県
が
定
め
る「
地
域
森
林
計

画
」に
含
ま
れ
る
土
地
を
い
い
ま
す
。

※�『
国
土
利
用
計
画
法
』に
基
づ
く
土
地
売
買
の

届
出
を
提
出
し
た
方
は
対
象
外
で
す
。

届�
出
期
間
／
土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
日
か
ら

90
日
以
内

届�

出
方
法
／
産
業
振
興
企
業
誘
致
課
に
備
え
付

け
て
あ
る
届
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

添
付
書
類
と
併
せ
て
同
課
に
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。届
出
書
は
、町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

※�

町
外
の
森
林
の
土
地
を
取
得
し
た
場
合
は
、取

得
し
た
土
地
の
あ
る
市
町
村
に
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。

添�

付
書
類
／
土
地
の
位
置
を
示
す
図
面
、登
記
事

項
証
明
書
や
土
地
売
買
契
約
書
等
の
権
利
を

取
得
し
た
こ
と
が
分
か
る
書
類︵
写
し
可
︶

�

産
業
振
興
企
業
誘
致
課︵

内
線
4
0
3
︶

実
施
し
ま
す
！

農
地
利
用
状
況
調
査

　

農
地
利
用
状
況
調
査
は『
農
地
法
』の
規
定
に

基
づ
く
も
の
で
、遊
休
農
地
の
把
握
等
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。調
査
の
際
に
、私
有
地
に
立
ち
入

ら
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
期
間
／
7
月
～
8
月︵
予
定
︶

お
し
ら
せ

581･2121（代表）寄居町役場  0120･048･392寄居町防災行政無線テレホンサービス

⑥�

事
業
実
施
後
3
年
以
上
、町
内
で
営
農
す
る
方

補�

助
対
象
経
費
／
10
万
円
以
上
の
農
業
用
機
械

購
入
費
･
施
設
整
備
費

※�

軽
ト
ラ
ッ
ク
等
の
汎は

ん
よ
う用
性
の
あ
る
も
の
、家
畜
、

果
樹
苗
木
な
ど
は
除
き
ま
す
。

補�

助
金
額
／
補
助
対
象
経
費
の
2
分
の
1

︵
1
戸
当
た
り
上
限
30
万
円
︶

申�

請
方
法
等
／
申
請
前
に
産
業
振
興
企
業
誘
致

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

申
請
時
に
3
年
後
の
目
標
計
画
を
立
て
、毎

年
、経
営
の
状
況
報
告
を
提
出
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

�

産
業
振
興
企
業
誘
致
課︵

内
線
4
0
3
︶

町
道･

水
路
の
補
修･

除
草
は

道
路
委
員
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
町
道
や
水
路
の
補
修
･
除
草
は
、お
住
い
の
区

の
道
路
委
員
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。区
か
ら
の
申

請
に
基
づ
き
、現
場
の
状
況
を
確
認
し
た
う
え
で
、

適
宜
対
応
し
ま
す
。

　
な
お
、私
有
地
か
ら
道
路
へ
出
て
い
る
草
木
は
、

土
地
や
草
木
の
所
有
者
の
責
任
で
伐
採
等
を
お

願
い
し
ま
す
。道
路
の
路
肩
に
雑
草
が
繁
茂
す
る

と
、見
通
し
が
悪
く
な
っ
た
り
、道
路
幅
が
狭
く

な
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、通
行
に
支
障
を
き
た
し
、

交
通
事
故
の
原
因
と
な
り
ま
す
。ま
た
、水
路
の

雑
草
は
通
行
の
支
障
や
害
虫
の
発
生
、ご
み
の
不

法
投
棄
等
へ
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。道

路
や
水
路
の
除
草
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
県
道
や
国
道︵
1
4
0
号
･2
5
4
号
︶の
補
修
･

除
草
は
、埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所︵

5
3
3
･
8
7
7
8
︶へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

�

ま
ち
づ
く
り
整
備
課︵

内
線
2
4
3
︶

住
民
票
等
の
第
三
者
交
付
に
か
か
る

本
人
通
知
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

　
住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
謄
本
等
が
、本
人
の
代

理
人
や
第
三
者
の
請
求
に
よ
っ
て
交
付
さ
れ
た
場

合
に
、あ
ら
か
じ
め
登
録
さ
れ
た
方
に
お
知
ら
せ

を
す
る
制
度
で
す︵
一
部
通
知
対
象
外
の
場
合
が

あ
り
ま
す
︶。虚
偽
や
な
り
す
ま
し
に
よ
る
不
正

取
得
の
早
期
発
見
や
、不
正
請
求
の
抑
止
に
つ
な

が
り
ま
す
。

�

申
請
書
、医
療
意
見
書
、健
康
保
険
証
等
の
写

し
、受
診
者
の
加
入
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険

者
の
町
民
税
･
県
民
税
課
税︵
非
課
税
︶証
明

書︵
税
額
･
所
得
金
額
記
載
︶等

※�

申
請
書
等
は
保
健
所
か
ら
郵
送
さ
れ
ま
す︵
医
療

意
見
書
は
指
定
医
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
︶。

�

熊
谷
保
健
所︵

5
2
3
･
2
8
1
1
︶

空
調
設
備
更
新
工
事
の
た
め

11
月
か
ら
町
民
ホ
ー
ル
を
休
館
し
ま
す

　
中
央
公
民
館
･
町
民
ホ
ー
ル
で
は
、老
朽
化
し

た
空
調
設
備
の
更
新
工
事
を
行
い
ま
す
。

　
中
央
公
民
館
は
、部
屋
ご
と
に
工
事
を
行
う
た

め
、空
い
て
い
る
部
屋
は
原
則
利
用
で
き
ま
す
が
、

工
事
に
伴
い
希
望
す
る
部
屋
の
予
約
が
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、町
民
ホ
ー
ル
は
集
中

し
て
工
事
を
行
う
た
め
、11
月
か
ら
令
和
8
年
1

月
上
旬
ま
で
休
館
し
ま
す
。

　
工
事
中
は
騒
音
等
で
、町
民
の
皆
さ
ん
に
ご
迷

惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

�

中
央
公
民
館︵

5
8
1
･
2
6
6
2
︶

６
月
に
開
催
さ
れ
る

イ
ベ
ン
ト(

文
化
団
体)

に
つ
い
て

太
極
拳
公
開
体
験
セ
ミ
ナ
ー

�

6
月
7
日
、14
日
、21
日
、28
日（
各
土
曜
日
）

午
後
1
時
30
分
～

�

勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー（
よ
り
い
会
館
）

第
23
回
寄
居
絵
画
ク
ラ
ブ
作
品
展

�

6
月
21
日
㈯
、22
日
㈰
午
前
9
時
～

�

中
央
公
民
館

県
展
招
待・入
選
作
品
展

�

6
月
30
日
㈪
～
7
月
11
日
㈮
午
前
8
時
30
分
～

�

役
場
1
階
ロ
ビ
ー

※�

詳
し
く
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

登�

録
で
き
る
方
／
寄
居
町
に
住
民
登
録
し
て
い

る
方
、寄
居
町
に
本
籍
が
あ
る
方
等

申
込
場
所
／
町
民
課

必�

要
書
類
／
本
人
通
知
制
度
事
前
登
録
申
込
書

︵
申
込
窓
口
に
備
え
付
け
て
あ
る
ほ
か
、町
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
︶、本

人
確
認
書
類︵
運
転
免
許
証
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
等
︶

�

第
三
者
か
ら
の
請
求
を
拒
否
し
た
り
、交
付
の

可
否
を
確
認
し
た
り
す
る
制
度
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。な
お
、申
込
書
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
に
は
届
出
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、町
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�

町
民
課︵

内
線
1
0
6
︶

実
施
し
ま
す
！ 

埼
玉
県
介
護
支
援

専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験

�

10
月
12
日
㈰
午
前
10
時
～

試
験
会
場
／
県
内
の
大
学
等︵
予
定
︶

受
験
資
格
／
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①�

国
家
資
格
等
を
取
得
後
、登
録
し
て
か
ら
の
業

務
が
5
年
以
上
か
つ
9
0
0
日
以
上
あ
る
方

②�

施
設
等
で
、法
に
よ
り
必
置
と
さ
れ
る
相
談
援

助
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
5
年
以
上
か
つ

9
0
0
日
以
上
あ
る
方

受�

付
期
間
／
6
月
30
日
㈪
ま
で︵
当
日
消
印
有
効
︶

1
万
3
4
0
0
円

�

町
福
祉
課
、町
社
会
福
祉
協
議
会
、県
高
齢
者
福

祉
課
、県
福
祉
事
務
所
、県
社
会
福
祉
協
議
会
で

配
布
す
る
試
験
案
内
を
入
手
し
、所
定
の
申
込

書
、封
筒
に
よ
り
簡
易
書
留
郵
便
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い︵
持
ち
込
み
不
可
︶。

�

県
社
会
福
祉
協
議
会
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
業
務
課

︵

0
4
8
･
8
2
4
･
3
1
1
1
︶

受
付
を
開
始
し
ま
す
！
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
費
支
給
継
続
申
請

�

6
月
9
日
㈪
～
7
月
25
日
㈮

※
土
･
日
曜
日
、祝
日
を
除
く

�

熊
谷
保
健
所

�

既
に
受
給
者
証
を
お
持
ち
で
、引
き
続
き
治
療

が
必
要
な
20
歳
未
満
の
方
の
保
護
者

▶町民税･県民税･森林環境税	 第1期

納期限 6 月 30 日㈪
納期限内の納付をお願いします。

※�地方税統一ＱＲコードが印字された納付書
は｢地方税お支払いサイト｣からも納付で
きます。
※�バーコードが印字された納付書は､コンビ
ニエンスストアやスマートフォン決済アプ
リでも納付できます。
※�町税の納付は､安心･便利な口座振替をご
利用ください｡

税務課（ 内線151·152）

6月の納期
お
し
ら
せ

※�ＱＲコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です｡

町公式
ホームページ

おしらせ版Information 日時 場所 対象 定員 持ち物 内容 費用 申し込み その他 問い合わせ 電話 ファクス メール


